
 

 

 

 

 

◆  受付期間及び場所 ◆ 
 

期 間  ４月２７日(月)～６月１日(月)  

上記の間に申込みがなかった場合は 

６月２日（火）以降随時受付とします。 
※午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※ただし、土・日・祝日は除きます。 

場 所  綾部市定住交流部定住・地域政策課 
 

※ 入居条件を設定していますので、申込みを希望される人は、案内書をよ

くご覧の上、お申込みください。 

 

 

【お問い合わせ・お申込み先】 

綾部市定住・地域政策課 

  〒６２３－８５０１ 

  京都府綾部市若竹町８番地の１  

  電話番号 ０７７３－４２－４２７０（直通) 
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１．はじめに  

綾部市では、定住促進事業の一環として、市外から本市への定住を希

望される世帯を受け入れるための住宅を整備します。空き家をオーナー

から市が借り受けて整備し、定住希望の世帯に貸し出します。入居の期

間は原則３年間で、家賃は月額３万円です。  

定住支援住宅は、入居者が居住する間に農村集落の環境に慣れ親しん

でいただくとともに、人脈の構築や市内での定住を実現していただくた

めのきっかけづくりを目的としています。  

入居条件を設定していますので、必ずこの案内書をご覧ください。 

 

２．募集する定住支援住宅 

名  称 所在地 戸数 家賃月額 構造 入居期間 

上原 

定住支援住宅 

綾部市 

上原町戸尻５番９ 
１戸 30,000円 

木造亜鉛メッキ

鋼板葺２階建て 
入居日から３年間 

※ 入居に際しては、家賃月額３か月分（90,000 円）の敷金が必要です。(敷金

は退出時に返金します。) 

  ※ 本住宅は入居期限付き住宅です。入居期間は入居日から３年間です。市では

入居期間中に集落とのつながりを築くお手伝いや転居先(空き家など)を探す

お手伝いをします。 

 

３．募集の概要 

（１）申込受付期間 

 

（２）受付方法 

  必要書類を持参または郵送してください。郵送の場合は６月１日までの到着分と

しますので、お早めに投函してください。 

 

（３）入居申込 

申込書記載例に従い、ご記入ください。  

※ 申込書に記載された内容については、事実確認をするために別途

面接を行いますので、ご承知ください。  

 

 

 

申込受付期間 申込受付時間 受付場所 

令和８年４月２７日（月）～ 

 令和８年６月１日（月）必着 

(上記の間に申込みがなかった場合

は６月２日以降随時受付) 

※土・日・祝日は除く 

午前８時３０分 

～午後５時１５分 

綾部市 

定住交流部 

定住・地域政策課 
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（４）入居者の選考 

  申込者に面接の上、選考委員会で選考して入居者を決定します。 

  選考委員会では入居補欠者も選考し、入居決定者が入居されない場合は、順位に

基づき入居を許可します。 

  ※ 随時受付の場合でも選考委員会での承認が必要となります。 

 

（５）選考(承認)日程 

令和８年６月中に開催予定 

（随時受付の場合は受付後できるだけ早期に行います。） 

 

（６）入居可能日 

  令和８年７月１日予定 

 

４．入居者資格 

次の要件のすべてに該当する人（世帯）です。 

 

（１）現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある人。婚姻の予約者を含む。）があること。 

※１ 単身者の入居はできません。 

※２ 家族を不自然に分割した申込みは認めません。 

  ※３ 同居親族が婚約者である場合は、入居日までに婚姻する人に限ります。 

※４ 内縁の配偶者については、住民票等により確認します。「同居人」は不可。 

 

（２）家賃及び敷金を支払う能力を有する世帯であること。  

※ 所得証明書、給与証明書、預金残高証明書などの提出を求めます。 

 

（３）申込時において入居者全員の年齢が６０歳未満で構成される世帯であること。 

 

（４）本市に定住するために住宅を必要とする人で、地域活動に参加し、地

域の活性化に寄与できる人であること。  

  ※ 自治会活動などの地域活動に理解があり、積極的に関わっていただける世帯

の入居をお待ちしています。 

 

（５）その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員でないこと。  
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上原定住支援住宅 
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